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国立大学法人小樽商科大学 中期目標・中期計画一覧表

中 期 目 標 中 期 計 画

（前文）大学の基本的な目標
小樽商科大学は，経済社会の発展と地域社会の活性化に貢

献し，延いては文化・人類の発展に寄与し得る研究と人材の
育成を推進することを使命として，実学重視の伝統と商科系

， ，単科大学としての特徴を活かし 一層の個性化を図るために
以下の目標を設定する。
１ 教育の分野
（１）徹底した少人数主義によるきめ細かな教育の実施
（２）実学を重視した教育の実施
（３）広い視野と国際的感覚を育てるための国際交流事業の

充実
２ 研究の分野
（１）基礎研究とそれを踏まえた応用的・実学的研究の重視
（２）１学部に広範な専門分野を包摂する単科大学の特性を

活かした総合的・学際的研究の推進
３ 社会貢献の分野
（１）地域社会の活性化に資する産学官連携事業の展開
（２）経済社会の要請に応え得る高度な専門的知識を有する

職業人の育成

Ⅰ 中期目標の期間及び教育研究上の基本組織
１ 中期目標の期間

中期目標の期間は，平成１６年４月１日から平成２２年
３月３１日までの６年間とする。

２ 教育研究上の基本組織
国立大学法人小樽商科大学の中期目標を達成するため，

別表に記載する学部及び研究科を置く。

Ⅱ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標 Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置
教育に関する目標 １ 教育に関する目標を達成するための措置１

（１）教育の成果に関する目標 （１）教育の成果に関する目標を達成するための措置
① 学士課程 ① 学士課程

深い専門的知識を身につけ，同時に広い視野を持ち，己 ア．教養教育の成果に関する具体的目標の設定
の歴史観を養い，豊かな教養と倫理観に基づく識見と行動 課題を発見し自ら思考・行動することのできる能力，他者との会話能力，異文化を理
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力を培い，現代社会の複合的，国際的な問題の解決に貢献 解する能力等を育成する。
し，社会の各分野において指導的役割を果たすことのでき イ．卒業後の進路等に関する具体的目標の設定
る品格ある人材の育成を図る。 ａ．経済，行政，教育，文化等社会の各分野の発展に貢献できる人材を育成する。

ｂ．北海道における経済社会の活性化及び発展に貢献できる人材を育成する。
ｃ．大学院において専門的な研究を目指す人材を育成する。

ウ．教育の成果・効果の検証に関する具体的方策
ａ．教育の成果に関する自己点検評価及び外部評価を実施する。
ｂ．卒業生，地域及び卒業生の就職先等から評価を得るシステムを作る。

② 大学院課程 ② 大学院課程
従来の研究者養成の基礎としての役割にとどまらず，現 ア．修了後の進路等に関する具体的目標の設定

代社会の諸分野において貢献しうる高度な専門的職業人の ａ．新規事業を創造し，既存企業の変革を担いうる人材を育成する。
育成を図る。 ｂ．専門的知識に基づき，地域経済振興政策を担う自治体職員等を育成する。

ｃ．他大学大学院博士課程へ進学できる人材を育成する。
ｄ．地域文化の担い手となる人材を育成する。

イ．教育の成果・効果の検証に関する具体的方策
ａ．教育の成果に関する自己点検評価及び外部評価を実施する。
ｂ．修了生，地域及び修了生の就職先等から評価を得るシステムを作る。

（２）教育内容等に関する目標 （２）教育内容等に関する目標を達成するための措置
① 学士課程 ① 学士課程
ア．アドミッション・ポリシーに関する基本方針 ア．アドミッション・ポリシーに応じた入学者選抜を実現するための具体的方策

ａ．社会科学や人文科学等を学ぶために必要な基本的知 ａ．高校教員との恒常的な情報交換，大学の授業の高校生への開放及び大学説明会の開
識を身につけ，自己の能力や適性を高める意欲を持っ 催等を通じた高大連携を積極的に推進し，アドミッション・ポリシーを周知するとと
た学生を受け入れる。 もに高校側との意思疎通を図る。

ｂ．異なった文化，異なった人生経験をもった人々との ｂ．高大連携の企画・実施のための体制を充実する。
交流が教育に果たす役割を重視し，社会人，留学生等 ｃ．入学者選抜方法の研究のための専門的な組織を充実させ，入学者選抜方法の点検評
を積極的に受け入れる。 価及び改善の取り組みを促進する。

ｄ．社会人，留学生に対するアドミッション・ポリシーの周知，入試情報の提供及び日
本における就職支援等を積極的に展開し，受験生の増加に努める。

ｅ．上記事項を機動的・専門的に運営するため，教員・事務職員で構成する専門組織の
設置について検討する。

イ．教育課程に関する基本方針 イ．教育理念等に応じた教育課程を編成するための具体的方策
実践的・国際的商学教育の理念に基づき，教育課程を ａ．専門科目を１年次から配置することにより，基礎から応用に至る学習を可能とし，

実現するために，以下のことに努める。 教養科目については，１年次からの導入・３～４年次での発展を保証する体系化した
ａ．教養教育及び専門教育のための４年間一貫したカリ カリキュラムの編成（いわゆるくさび型）を一層推進する。

． 。キュラムの確立 ｂ 少人数による授業科目の充実及び少人数による授業法の改善のための検討を進める
ｂ．少人数教育を重視した教育課程の充実 ｃ．１年次の学生のために，大学で学問をするための基礎的な知的技法を教授する導入
ｃ．専門４学科と人文・社会・自然・言語の各分野の教 科目の充実を図る。
育を有機的に関連させた商科系単科大学にふさわしい ｄ．履修モデル等により，学科の垣根を越えた履修を促進する。
教育課程の確立 ｅ．夜間主コースは，学科の区別のない「総合コース」を検討する。
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ｄ．働きながら学ぶ人々のための，夜間主コースの教育 ｆ．３年次早期卒業制度を併用し，学部と大学院の連携を促進するため，５年制学部大
課程の改革 学院一貫コースについて検討する。

ｅ．大学院との連携の促進 ｇ．高度な実践性・国際性を備えた教育の導入を促進する。
ｆ．実学を重視した教育課程の充実 ・インターンシップを履修する学生の拡大，企業開拓の促進等，制度の拡充発展を図

る。
・エバーグリーン講座等の実社会と密接に関連した科目を積極的に導入する。
・実践的な語学教育を充実させるとともに，留学生も参加する授業の拡充に努め，学
生の海外留学，語学研修を積極的に推進し，高度な国際理解力の涵養を図る。
． ， 。ｈ 教育理念に応じた効果的な教育課程を編成するために 必要な範囲で見直しを行う

ウ．教育方法に関する基本方針 ウ．授業形態，学習指導法等に関する具体的方策
ａ．教育課程や個々の授業の特性に合致した授業形態， ａ．きめ細かな少人数制指導の徹底
学習指導方法を研究し，実施する。 ・講義科目において大人数講義の削減に努め，演習科目では対話型形式の授業を徹底

ｂ．学生の学力や資質に見合った授業形態や教授法を採 し，個々の学習到達度に応じた授業運営を工夫する。
用することによって講義の充実を図る。 ・基礎ゼミナールの充実を図り，学生自らの主体的活動を通じた課題探求能力の育成

を目指すとともに，研究指導教員相互の連携を図るための全学的な組織を構築する。
・研究指導（ゼミナール）に対し，本学教育の中核としての位置づけを一層強めると
ともに，研究指導教員相互の連携を図るための全学的な組織を構築する。
・教員による明確なオフィスアワーの設定や履修指導教員制の整備により，学生に対
する履修指導を効果的に推進する。
・学生の段階的かつ多様な履修と学業のきめ細かな支援を可能とするセメスター制の
実施について検討する。

ｂ．教育に関する情報公開とそのフィードバックの推進
・シラバスに記載する項目の検討及び内容の精査を行い，学生に対する詳しい授業内
容の事前周知に努める。
・インターネットを用いたシラバスの公開など，シラバスの電子情報化を拡充する。
・学生の「授業改善のためのアンケート」や授業担当教員からの要望等を活用し，授
業改善に生かす取り組みを進める。

ｃ．多様なメディアによる授業科目の提供
・基本的な 教育機器を各教室に設置し，多様なメディアを利用した授業を展開すAV
る。さらに，本学独自の言語センター，情報処理センターを存分に活用することによ
り，より高度な ・コンピュータによる授業支援の拡充を図る。AV

ｄ．単位制を実質化するための組織的な取り組み
単位制・履修登録上限制（キャップ制）の意義を教員・学生に周知し，教室外での

学習を実質化する講義法を開発する。
エ．成績評価等に関する基本方針 エ．適切な成績評価等の実施に関する具体的方策

ａ．学生の卒業時の質の確保を図るため，成績評価基準 ａ．成績評価基準の過度のばらつきを是正するため，成績評価基準を明示し，厳格に運
の明示と厳格な運用を行い，有効性のある成績評価を 用するとともに，基準を用いて算定された成績評価の情報開示を進める。
実施する。 ｂ．より客観的で厳密な評価を与えるため，現４段階である成績評価の細分化を進め，

制度の導入を図る。GPA
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② 大学院課程 ② 大学院課程
ア．アドミッション・ポリシーに関する基本方針 ア．アドミッション・ポリシーに応じた入学者選抜を実現するための具体的方策

． ，ａ．豊かな教養と倫理観を備えた高度専門職業人として ａ アドミッション・ポリシーに応じた人材を選抜するための入学者選抜方法について
のビジネスリーダーを目指す者 意欲，目的，学力を重視するなど類型化して実施する。

ｂ．専門的知識に基づき，地域の国際化や文化振興の実 ｂ．学力試験においては， や経済学検定試験等の客観的な外部試験を活用する。TOEFL
践を目指す者 また，留学生向けに英語による出題解答，書類提出を併用する。

ｃ．社会科学諸分野の研究を深め，学術の発展に貢献す ｃ．入試広報「大学院案内」の充実，対象別の大学院説明会の開催，種々の広報媒体の
る者 活用を通じて，アドミッション・ポリシーの周知を図る。

を広く受け入れる。 ｄ．企業との連携を密にして，志願者の確保に努める。
イ．教育課程に関する基本方針 イ．教育理念等に応じた教育課程を編成するための具体的方策

実践的・国際的商学教育の理念に基づき， を授 ａ．高度専門職業人教育の徹底を図るため，従来の「課題解決型総合指導制」を発展さMBA
与できる高度専門職業人教育のための教育課程を整備す せ，またビジネス創造センターに蓄積されたノウハウを活かした実践的カリキュラム
るとともに，研究型大学院の教育課程の充実を図る。 を編成し， を授与できる教育課程を構築する。MBA

ｂ．研究型大学院においては，研究重視のカリキュラムを維持しながら，地域文化振興
を担いうる人材を育成するなど，地域のニーズに即した生涯教育にも対応するカリキ
ュラムを編成する。

ｃ．上記を実践するために平成１６年度を目途に専門職大学院の設置と併せて大学院の
改組拡充・整備を図る。

ウ．教育方法に関する基本方針 ウ．授業形態，学習指導法等に関する具体的方策
ａ．高度専門職業人教育においては，社会人の履修に配 ａ．高度専門職業人教育（専門職大学院）

慮し， にふさわしい実践的な教育方法を開発す 社会人の履修に配慮したモジュール型授業形態を採用し， ラーニングにより補足MBA e-
。 ，る。 する ビジネス・プランやインターンシップ等の実践科目を相当数配置するとともに

ｂ．研究型大学院においては，言語センターや一般教育 通常のクラスにおいても，ケース・メソッドやケース・スタディなど実践的な教育方
系を含めた本学の多様な教育資源を活用した教育方法 法を取り入れる。
を開発する。 ｂ．研究型大学院

専門４学科を基礎とする研究中心の教育方法に加えて，言語センター及び一般教育
系教員を含めた，国際化や文化振興に質する人材育成のコースを設置し，地域の多様
なニーズに応える。
教育上，有益と認められる場合には，専門職大学院との単位互換を認める。

エ．成績評価等に関する基本方針 エ．適切な成績評価等の実施に関する具体的方策
大学院学生の修了時の質の確保を図るため，成績評価 ａ．シラバスを充実させ， による教育方法，内容の標準化を進め，評価の公平性，FD

基準の明示と厳格な運用を行い，有効性のある成績評価 透明性を高めるるとともに，現行の４段階評価を改め， 制度の導入を図る。GPA
を実施する。 ｂ．研究成果又は研究論文優秀者に対する表彰又は奨学金給付制度の具体化を図る。

（３）教育の実施体制等に関する目標 （３）教育の実施体制等に関する目標を達成するための措置
① 教職員の配置に関する基本方針 ① 適切な教職員の配置等に関する具体的方策
ア．効果的な教育課程の実施に必要な範囲で，教職員組織 ア．教員の最適配置を促進するための制度（客員教授制度，任期制等 ，教員のジェンダー）

及び教育支援体制を検討し，整備する。 バランスを改善するために有効な制度，教員の事務負担を軽減するための事務局体制の
あり方等を確立するために専門委員会を設け，平成１７年度末までに検討を終える。ま
た，教育能力の適正な評価の基準及び評価方法についても実施可能なシステムを検討す
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る。
イ．必要に応じて大学院学生，研究生等を教育支援者とし イ．教育支援者の具体的配置方策

て雇用し，教育サービスの向上及び将来教育者となる人 ａ．教員が教育活動を行う上で必要となる支援業務を研究・調査する委員会を設け，必
材の育成に努める。 要に応じ，事務職員の配置又は教育支援者の雇用を行い，教育環境を整備する。

ｂ．高度専門職業人教育での実践的教育を効果的に行うため，札幌サテライトに教務及
び研究支援のための人員を複数人配置する。また産学官との，より柔軟な人的ネット
ワークを形成するため，客員教員，研究員などを幅広く機動的に配置できるようにす
る。

ｃ．一般大学院学生を可能な限り広く学部 に採用する。TA
② 教育環境の整備に関する基本方針 ② 教育に必要な設備，図書館，情報ネットワーク等の活用・整備の具体的方策
ア．教育設備の活用・整備 ア．講義用機器マニュアルの拡充及びそれに対する予算措置を行い，多彩なメディアによ

本学の特色ある教育の実現とさらなる発展のため，必 る授業活性化を支援する。
要な教育設備について重点的・計画的に整備するととも イ．情報ネットワークや情報サービス機器等を活用した授業を進めるための方策について
に，その効果的・効率的な利用を図る。 検討する。

ウ．本学教育の中核をなす研究指導（ゼミナール）の内容充実を図るために，ゼミ室にお
ける設備の点検を行い，拡充を図る。

イ．教育に必要な図書館の活用・整備 エ．教育に必要な図書館の活用・整備に関する具体的方策
広い領域にまたがる学生の学習に対する援助を確保し ａ．期間中に蔵書目録全てにつき，検索のための電子化を完了するとともに，貴重図書

不足図書の充実を進め，貴重図書の保存と閲覧の両立を について，１年度１万ページを目処として電子化を行い，同時にインターネット配信
図る。 を行う。

ｂ．学生用図書予算を確保し，学生用図書の充実を図るとともに，各種予算により，参
考図書の充実を図る。

ｃ．日曜祝日・休業期間における開館時間延長の試行を行う。
ｄ．新入生を主たる対象として，図書館利用に関する講習を行うとともに，全学生を対
象に，図書館の概要に関する広報を行う。

ｅ．障害者・高齢者等の利用に配慮した施設改善を進める。
ｆ．これまで進めてきた地域への開放政策を一層促進する。

ウ．情報処理センターの活用・整備 オ．情報処理センターの活用・整備に関する具体的方策
ａ．現在の学内情報ネットワークを維持する。 ａ．情報処理センター内のみならず，既存の講義室からもネットワークにアクセスが可
ｂ．今後の需要が見込まれる音声や画像情報等の快適な 能となるよう情報コンセント等の整備を行う。
送受信に対応できるネットワークの大容量高速化を推 ｂ． を利用した情報収集やメール等による情報交換が円滑に行えるよう，利用状況Web
進する。 を見ながら，対外回線速度の高速化を図る。

ｃ．安定的な情報の収集・発信を保証し，障害時におい ｃ． ラーニングを利用する多様な学習形態の実現に向けてハード及びコンテンツ作成e-
ても迅速な対応ができ，得られた情報を有機的に活用 のための環境整備を行う。
できる環境の整備を目指す。 ｄ．情報セキュリティ・ポリシーに基づいた，安全かつ利便性の高いネットワーク環境

を実現するための監視・保守体制の強化を行う。
③ 教育の質の改善のためのシステム等に関する基本方針 ③ 教育活動の評価及び評価結果を質の改善につなげるための具体的方策
ア．学生に対するアンケート調査を行い，教育の質の把握 ア 「授業改善のためのアンケート」調査を毎年実施し，調査結果を分析して教育活動の問．

に努め，教育活動にフィードバックするために調査結果 題点を把握する。把握した問題点を整理して教育活動の改善策を策定する。
を分析する。 イ．教育活動に関する自己点検評価を行い，評価結果を教育の質の改善のためにフィード
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イ．教育に関する自己点検評価を行い，学生に対するアン バックするシステムを検討する。
ケート調査とともに，評価結果を教育の質の改善につな ウ．教育の質と成果に関する外部評価を実施する。
げる。 ④ 教材，学習指導法等に関する研究開発及び に関する具体的方策FD

ウ．２１世紀における実学の探求を基礎にした教育の改善 ア 「授業改善のためのアンケート」調査結果を分析して効果的な教授法を研究する。．
策として を展開する。 イ． 研修・講習会や 講演会などの 活動を通じて，教授法改善に対する教員の意FD FD FD FD

識の向上を図る。

（４）学生への支援に関する目標 （４）学生への支援に関する目標を達成するための措置
① 学生の学習支援に関する基本方針 ① 学習相談・助言・支援の組織的対応に関する具体的方策

． ， ，学習に関する環境や相談体制を整え，学習支援を効果的 ア 大学入学当初に少人数制のオリエンテーションを行い 具体的な履修モデルを策定し
に行う。 学生への周知徹底を図る。

イ．履修指導教員（１，２年次生担当）及びゼミ指導教員（３，４年次生担当）が修学指
導担当員と密接に連携し，履修方法等も含め，学生との面談を日常的に行うなど修学指
導体制の充実を図る。

ウ．平成１６年度に履修指導を主としたホームページを立ち上げ，各学科の履修モデルや
履修指導教員のオフィスアワー等を掲載して，利用しやすい履修相談システムを確立す
る。

② 学生の生活支援に関する基本方針 ② 生活相談・就職支援等に関する具体的方策
学生生活に関する環境や相談体制を整え，学生生活支援 ア．多様な学生に対応できる相談体制をより一層充実させるとともに，学生が相談しやす

を効果的に行う。 い環境を整える。
イ．学生からのアンケートや学生生活実態調査等を実施し，学生生活支援の改善に向けて
の施策を講ずる。

ウ．学生生活支援のための各種セミナーや講演会を実施する。
エ．学生の心身の健康を保持するため，保健管理センター業務（診療・健康診断・健康精
神相談・健康診断証明・健康セミナーなど）の充実を図る。

オ．学生の自主的活動の支援に向けて積極的な方策を講じ，課外活動の活発化を促す。
カ．職業観の育成やキャリア教育の充実を図る。
キ．同窓会と協力し，就職関連情報の収集を強化するとともに，就職に係る相談体制の整
備等就職支援の充実を図る。

③ 経済的支援に関する具体的方策
ア．現行の経済的支援制度について調査研究を行い，当該制度の迅速かつ的確な情報提供
を図るとともに，民間，自治体に働きかけ，支援制度の拡大を促進する。

イ．外部資金の積極的導入に努めるとともに，本学独自の奨学金制度を検討し，優秀な学
生の確保に努める。

④ 社会人・留学生等に対する配慮
ア．図書館，大学会館の開館時間の延長，自習室・ゼミ室の確保等社会人が働きながら学
べる環境の整備・充実に努める。

イ．留学生のために，国際交流ラウンジの充実・利用の拡大等の学習環境の整備，日本人
学生との交流機会の場の確保，健康・安全面の各種制度についての周知徹底及び個々の
留学生に対するきめ細かなサービス提供等の充実を図る。
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ウ．託児所設置を含む，子供を持つ学生が学びやすい環境について検討する。
⑤ 「学生何でも相談室」の充実

学生への周知徹底，人員の適正な配置等を通じて，学生の学習生活支援等に関する相談
窓口としての「学生何でも相談室」の機能の充実を図る。

２ 研究に関する目標 ２ 研究に関する目標を達成するための措置
（１）研究水準及び研究の成果に関する目標 （１）研究水準及び研究の成果等に関する目標を達成するための措置

① 目指すべき研究の水準に関する基本方針 ① 目指すべき研究の方向性及び大学として重点的に取り組む領域
基礎及び応用に関わる研究を総合的・学際的に行い，産 本学の研究は以下の３つの方向を目指す。

業の興隆と学術文化の発展に貢献する。 ア．商科系単科大学の特徴を生かした総合的及び学際的研究を進める。
イ．社会が提起する諸課題に対し，具体的で実践的な解決策を提供する実学の精神に基づ
く研究を進める。

ウ．以上の研究の基礎となる理論的及び基礎的研究を，人文・社会・自然・言語の諸分野
において，国際的な視野のもとに進める。

② 成果の社会への還元等に関する基本方針 ② 成果の社会への還元に関する具体的方策
社会が提起する課題に対して具体的で実践的な処方箋を ア．ビジネス創造センターを中心に産学官連携を促進し，北海道経済の活性化及び産業の

提供するという方針のもとに，研究成果を地域社会の活性 競争力強化に貢献する。
化のために還元する。 イ．地域の諸団体や自治体の各プロジェクト，各種審議会・委員会に参画し，北海道経済

の活性化に貢献する。
． ， ，ウ 社会人大学院学生の受け入れ セミナー・ワークショップ・公開講座等の開催により
大学の資源を地域社会に開放し，地域社会の変革に貢献する。

③ 研究の水準・成果の検証に関する具体的方策
定期的な自己点検評価，外部評価により研究活動の検証を行う体制を平成１６年度に整

備する。

（２）研究実施体制等の整備に関する目標 （２）研究実施体制等の整備に関する目標を達成するための措置
① 研究者等の配置に関する基本方針 ① 適切な研究者等の配置に関する具体的方策

（ ） 。効果的な研究の推進及び研究の質の向上に必要な範囲 効果的な研究の推進及び研究の質の向上に必要な制度 客員研究員制度等 を整備する
で，研究者の配置，研究組織のありかた，人事制度のあり ② 研究資金の配分システムに関する具体的方策
かたを検討し，見直しを行う。 ア．研究のインセンティブを与えるような研究費の配分システムの方針を策定する。

② 研究環境の整備に関する基本方針 イ．平成１６度に外部研究資金の獲得のための体制を確立する。
効果的な研究の推進及び研究の質の向上に必要な範囲 ③ 研究に必要な設備等の活用・整備に関する具体的方策

で，研究環境の整備を行う。 研究用図書の充実，学情ネットワークシステムの整備等を行う。
④ 知的財産の創出，取得，管理及び活用に関する具体的方策

ア．ビジネス創造センター等既存の産学連携機関を活用し，大学発シーズをもとにした起
業支援を推進する。

イ．産学連携の強化を図るため，学内の規制緩和について検討する。
ウ．大学の知的財産権政策の確立を図るため，機関管理に向けた体制整備を行う。

③ 研究の質の向上のためのシステム等に関する基本方針 ⑤ 研究活動の評価及び評価結果を質の向上につなげるための具体的方策
教員の研究の質を維持し，向上につなげるためのシステ ア．平成１６年度に本学の研究活動全般に関する自己点検評価体制を確立する。
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ムの確立に向けて全学的に取り組む。 イ．平成１６年度に個々の教員の研究活動に関する自己点検評価体制を確立する。
⑥ 全国共同研究，学内共同研究等に関する具体的方策

ア．ビジネス創造センターを通じて全国の研究機関との共同研究体制を確立する。
イ．共同研究，研究会の開催等を通じた他大学の研究者との交流を促進する。
ウ．客員研究員の充実を図る。
エ．外国の大学，研究機関との研究者交流を促進する。

３ その他の目標 ３ その他の目標を達成するための措置
社会との連携，国際交流等に関する目標 社会との連携，国際交流等に関する目標を達成するための措置
① 教育研究における社会との連携・協力に関する基本方針 ① 地域社会等との連携・協力，社会サービス等に係る具体的方策

時代の要請や社会のニーズに応えるため，以下の諸活動 ア．ビジネス領域に限らず，幅広い社会科学系諸分野及び自然科学系研究領域においても
を基本方針とする。 地域社会に密着した共同研究を積極的に行う。
ア．北海道経済の活性化，事業・産業の競争力強化に貢献 イ．本学の教員が中心となって組織化し実践している各種研究会をさらに多様化し，地域

すること。 住民に開放することで，市民参加型の研究会を増やす。
イ．地域における優位性ある技術や事業シーズの起業化及 ウ．地域社会活性化へのニーズを汲み，地域住民を対象とする各種公開講座をより積極的

び新規事業の創出・育成を支援すること。 に開催する。
ウ．大学の資源を，時代や地域のニーズに応じて開放し， エ．自治体や諸団体が設置する各種審議会，委員会，プロジェクトに対し，各分野の専門

地域社会の多様な要請に応えるとともに変革への諸活動 家である本学教員を積極的に派遣し，地域社会の活性化に貢献する。
に貢献すること。 オ．ビジネス創造センターが中心となって，地域社会の組織や個人等が抱える課題やアイ

ディアを事業に具体化することを支援する「ビジネス相談」に係る実施体制の一層の充
実を図る。

カ．起業・新規事業を中心とする企業経営に関わるセミナー，ワークショップ等をビジネ
ス創造センターが中心となって開催する。

キ．本学の共同研究等に関する成果報告会の開催やニューズレターなど，社会への情報還
元の充実を図る。

② 産学官連携の推進に関する具体的方策
ア．北海道地域における新産業・事業の創出と成長支援を行うために，大学発ベンチャー
企業の創出と成長支援を今後とも継続する。

イ．これまで蓄積された大学発ベンチャー企業創出のノウハウを集約して，起業に関する
学問的知見として広く公表し，教育研究へのフィードバックを図る。

ウ．地場中小企業の経営トップや経営管理者層に対し，積極的な新事業・新商品・新サー
ビスの開発，道外への販路拡大・マーケティング，体質改善のための財務戦略構築等の
支援を行う。

エ．本学の知的資源の制約を克服するためにビジネス創造センター学外協力スタッフを質
・量ともに強化・補強する。

③ 地域の公私立大学等との連携・支援に関する具体的方策
道内公私立大学の優れた技術シーズの起業化や経営戦略面からの成長支援ニーズの実態

を的確に捉え，公私立大学発のベンチャー企業の創出と成長支援にビジネス創造センター
のノウハウを活かして貢献する。

② 国際交流・協力等に関する基本方針 ④ 留学生交流その他諸外国の大学等との教育研究上の交流に関する具体的方策
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ア．国際交流における本学の特色を生かした大学間交流協 ア．本学の特色を十分に生かした大学間交流協定の締結を促進するための具体的方策
定の締結を促進する。 ａ．先進的な プログラムをもつ海外の大学との大学間交流協定を締結し，研究者MBA

イ．外国人留学生受け入れの量的拡大から質的充実への転 交流と大学院レベルでの学生の受け入れ及び派遣の促進を図る。
換を図る。 ｂ．環太平洋地域において協定締結校を持たないカナダの大学との協定を締結し，アジ

ウ．教育研究上の交流を通じた国際貢献を追求する。 ア太平洋交流機構（ ）参加大学としての交流促進を図る。UMAP
ｃ．国際交流センター，事務組織及び委員会組織の整備・充実を図る。

イ．外国人留学生受け入れの量的拡大から質的充実への転換のための具体的方策
留学生（大学院学生）のための英語による特別コースの設置を検討する。

⑤ 教育研究活動に関連した国際貢献に関する具体的方策
ア．平成１６年度に帰国外国人留学生のフォローアップ体制を整備し，研究者交流及び国
際共同研究の促進を図る。

イ．アジアの開発途上国の大学と大学間交流協定を締結し，留学生の受け入れを促進する
ことによって，教育面における国際貢献の役割を担う。

エ．大学における国際開発協力活動の基盤整備を行い，学 ⑥ 大学における国際開発協力活動の基盤整備を行い，学内における国際開発協力活動の理
内における国際開発協力活動の理解増進及び体制の強化 解増進及び体制の強化を図るための措置
を図る。 ア．大学への国際開発協力に関するコンサルティングを実施する。

イ．国際援助機関等に対する専門的な提案の発信を強化する。
ウ．国際援助機関等からの照会に対応するための窓口を創設する。
エ．教員が国際開発協力活動に携わることを評価の対象とする。

オ．サポートセンターや国際援助機関（連携機関）との関 ⑦ サポートセンターや国際援助機関（連携機関）との関係を強化するための措置
係を強化する。 ア．連携機関からの照会への対応を促進する。

イ．連携機関との交流を促進する。
ウ．コンソーシアム形成の際の連携に関する課題の研究・助言を行う。
エ．国際援助機関等との契約や交渉における大学の実務能力を向上させる。

カ．大学における分野別の国際開発協力戦略を構築する。 ⑧ 分野別の国際開発協力戦略を構築するための措置
分野別の国際開発協力のための人材をデータベース化する。

Ⅲ 業務運営の改善及び効率化に関する目標 Ⅱ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置
１ 運営体制の改善に関する目標 １ 運営体制の改善に関する目標を達成するための措置
（１）効果的な組織運営に関する基本方針 （１）全学的な経営戦略の確立に関する具体的方策

① 学長がリーダーシップを発揮しつつ，全学的視野に立ち 学長の発案に対して，全学的な観点から検討し，企画立案するために，平成１６年度に
組織運営が可能となるよう学長を補佐する体制を整備す 学長を補佐する組織を設置する。
る。 （２）運営組織の効果的・機動的な運営に関する具体的方策

② 学内の審議機関における適切な役割分担を行い，効率的 ① 法務，財務，労務に関わる高度な専門性を必要とする担当部門について検討を行う。
な運営組織，運営体制を確立する。 ② 運営組織の変革に伴い，平成１６年度に既存の各種委員会のあり方を見直す。

（３）教員・事務職員等による一体的な運営に関する具体的方策
③ 事務組織が学長以下の役員等を直接支える機能を備え， ① 各種委員会等の審議機関に，当該審議に係る所掌の事務職員を構成員として配置する制
大学運営の企画立案に積極的に参画する体制を整備する。 度設計を行う。

② 専門的知識を有する幹部職員が，積極的に法人運営に参画できる運営体制を検討する。
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④ 広く学外の専門家・有識者を運営組織に登用し，国民へ （４）学外の有識者・専門家の登用に関する具体的方策
， 。の説明責任，意思決定プロセスの透明性を確保する。 運営組織への有識者・専門家の登用について 適切な人材を得るための制度を研究する

⑤ 北海道国立７大学の連携を推進する。 （５）国立大学間の自主的な連携・協力体制に関する具体的方策
， ， 。北海道地区の学長会議及び副学長会議等を開催し 意見交換し 大学運営に反映させる

（２）戦略的な学内資源配分の実現等に関する基本方針 （６）全学的視点からの戦略的な学内資源配分に関する具体的方策
学内全体の業務運営体制を見直し，適切な予算管理シス ① 予算管理システム導入及び実施のための組織整備

テム及び会計システムを構築し，目標管理を徹底する。 ア 平成１６年度に予算編成方針の策定支援，予算原案の調整，予算実績の差異分析等を
担当する事務組織を設け，また，予算案の審議及び調整する委員会を設置する。

イ 適切な予算管理システム設計のため，管理会計等専門分野の人材を，外部を含めて参
画させたプロジェクトチームを平成１６年度に発足させる。

② 戦略的な予算編成
毎年，学長が戦略的な見地から予算編成方針を提示し，上記①の委員会で各部門からの

部門予算原案との整合性について企画・立案を行う。
③ 予算の効率的・効果的な実施

予算実績比較をできるだけ短期に行い， （ 計画ー 実施ー 差異分析ーPDCA Plan Do Check
是正措置）の徹底を図る。Action

（７）内部監査機能の充実に関する具体的方策
① 適正な会計制度の導入

会計規程に基づいた本学全体の業務及び財産の実態を把握し，適切な内部牽制制度を確
立する。

② 内部監査のための組織の設置
業務の内部監査機能を充実するため，業務執行部門から独立した学長直属の組織を平成

１６年度に設置する。

教育研究組織の見直しに関する目標 ２ 教育研究組織の見直しに関する目標を達成するための措置２
教育研究組織の柔軟かつ機動的な編成・見直し等に関する基 （１）教育研究組織の編成・見直しのシステムに関する具体的方策
本方針 各種委員会等の学内組織において学部及び大学院における教育課程，入学者選抜及び研

教育研究の必要性に応じて学部・大学院の教育研究組織 究体制の課題・問題点を恒常的に研究しつつ，必要に応じて組織の編成・見直しを行う。
を見直していく。 （２）教育研究組織の見直しの方向性

１８歳人口の減少，国際化等の大学をめぐる環境の変化に伴う，学部及び大学院におけ
る教育のありかたの変化に合わせて，教育研究組織も見直しを行う。

３ 人事の適正化に関する目標 ３ 教職員の人事の適正化に関する目標を達成するための措置
（１）戦略的・効果的な人的資源の活用に関する基本方針 （１）人事評価システムの整備・活用に関する具体的方策

① 教育・研究活動の全般にわたって，教員が常により高い ① 教員がインセンティブを高めるのに資するシステムという観点から，教員の人事評価シ
インセンティブを持ち続けることができるシステムを構築 ステムを検討する組織を設置する。
する。 ② 事務職員の能力開発や専門性向上のための研修を「社団法人国立大学協会」等と連携し

② 事務職員の専門性の向上を図るため，必要な研修を受け て実施する。
る機会を確保する。 （２）柔軟で多様な人事制度の構築に関する具体的方策

（２）非公務員型を生かした柔軟かつ多様な人事システムの構 ① 事務職員のジェンダーバランスに十分配慮するとともに，機動性，戦略性，柔軟性に富
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築等に関する基本方針 む任用システムを検討し，実現を図る。
多様な採用方法，勤務形態及び職務に応じた定年制等， ② 種々の職務の特殊性に鑑み，多様な勤務形態が可能となるよう検討し，実現を図る。

柔軟な人事システムを構築する。 （３）任期制・公募制の導入など教員の流動性向上に関する具体的方策
国際公募を含む現行の公募制を維持する。また客員教授制度等の任用制度及び任期制の

基準について，平成１７年度末までに専門委員会を設け検討する。
（４）外国人・女性等の教員採用の促進に関する具体的方策
① 外国の学術雑誌等を媒体とした国際公募を促進する。
② 教員のジェンダーバランスを改善するために目標値を設定し，設定後，３年毎にその成

果について評価する。
③ 公募書類に，ジェンダーバランスの改善措置などを積極的に記載する他，福利厚生面の

拡充等教員の勤務に対する支援体制を紹介する。
（５）事務職員等の採用・養成・人事交流に関する具体的方策
① 一般的に行われる職員採用試験とは別に，教育・研究に関する施策を実施する上で必要

な特殊な能力・技能を持った事務職員を，法人独自の判断で民間等から選考採用するため
に必要な制度を検討する。

② 教育行政，大学経営等に関する知識・経験が豊富な人材を養成し，あるいは登用するた
めに，民間企業，他の独立行政法人，政府各省庁等との人事交流における制度上の諸問題
を研究する。

（６）中長期的な観点に立った適切な人員（人件費）管理に関する具体的方策
， 。本学にふさわしい組織編成・重点整備についての方針を定め その進捗状況を評価する

（７）教職員の勤務環境の整備に関する具体的方策
託児所設置を含む，教職員が働きやすい環境について検討する。

４ 事務等の効率化・合理化に関する目標 ４ 事務等の効率化・合理化に関する目標を達成するための措置
（１）事務処理の効率化・合理化に関する基本方針 （１）複数大学による共同業務処理に関する具体的方策

① 複数大学による共同業務処理を推進する。 ① 平成２０年度末までに事務職員の採用・養成・研修及び人事交流についての共同業務処
理のシステムを完成する。

② 効率化・合理化を図るためのＩＴ化及び外注化を推進す ② 志願者数の確保等のための大学説明会等を共同で実施するシステムについて検討する。
る。 （２）業務のアウトソーシング等に関する具体的方策

① 効率化，合理化のための外注化を推進する。
② 平成２０年度末までに，事務処理のＩＴ化，ペーパーレス化を推進する。

（２）事務組織の機能・編成の見直しに関する基本方針 （３）事務組織の機能・編成の見直しに関する具体的方策
① 政策・企画立案機能の強化・充実 ① 全学的に組織及び事務職員配置を見直し，学長の政策決定支援，企画立案，財務，地域

学長の政策決定を支え，企画立案機能を強化するための 貢献，産学官連携，修学指導，就職指導，入学者選抜等の業務に重点的に対応できる組織
機能，組織の見直しを行う。 及び事務職員配置に改める。

② 事務職員の資質，能力の向上のための研修及び人事シス ② 事務職員の資質・能力の向上
テムを確立する。 ア．平成１７年度末までに，国立大学法人の業務内容と適切に対応した事務職員の学内・

外の研修プログラムを確立する。
イ．平成１８年度末までに，事務職員の意欲を向上させるための透明性のある人事システ
ムを確立する。
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容の改善に関する目標 Ⅲ 財務内容の改善に関する目標を達成するためにとるべき措置Ⅳ 財務内
１ 外部研究資金その他の自己収入の増加に関する目標 １ 外部研究資金その他の自己収入の増加に関する目標を達成するための措置

外部研究資金その他の自己収入の増加に関する基本方針 （１）科学研究費補助金，受託研究，奨学寄附金等外部資金増加に関する具体的方策
① 外部研究資金獲得のための組織及び仕組みを整備し，増 ① 外部研究資金に関する情報を収集し，学内に情報提供するとともに，平成１６年度に，
額を図る。 申請や受け入れ等を支援する専任の組織を整備する。

② 自己収入の増加策については，本学の教育・研究・社会 ② ビジネス創造センターを中心として，企業や自治体とのネットワークを組織化し，研究
貢献上のサービスの充実に資することを目的とし，費用対 ニーズを汲み上げるとともに，外部資金獲得可能な研究を提案する体制を構築する。
効果に配慮しつつ，実施する。 ③ 本学の研究者，研究活動，研究成果等に関する情報をデータベース化するとともに，

共同研究，受託研究，奨学寄附金等の獲得に結びつくような広報戦略を策定する。
（２）収入を伴う事業の実施に関する具体的方策
① 学内資源，設備の開放による自己収入の増加方策

ア．通常の各種公開講座・セミナーのほか，情報処理センターや言語センター等の施設を
， ， 。活かした一般市民向け各種有料講習会を 妥当な料金設定で企画し 受講生を拡大する

イ．教室・体育館・プール・緑丘荘等の貸し付け範囲を大幅に緩和し，妥当な料金設定に
より利用拡大を図る。

② 学生のニーズの高い簿記，言語，情報処理等，検定試験向けの有料講座を，小樽キャン
パス及び札幌サテライトに開設する。

③ 寄附講座等の設置
ア．専門職大学院等に寄附講座を設置するため，企業等へ具体的な講座を提案するなど，
積極的に働きかける。

イ．ビジネス創造センター，専門職大学院等に特定目的の基金について寄付が受けられる
よう努力する。その際，講座及び基金に寄付者名や寄付企業名を付し，特典を提供する
などの制度を設ける。

④ 研究生・科目等履修生等，非正規生の増加を図るため，制度についての広報活動を積極
的に行う。

２ 経費の抑制に関する目標 ２ 経費の抑制に関する目標を達成するための措置
経費の抑制に関する基本方針 管理的経費の抑制に関する具体的方策

運営経費について，その使途，支出額等を総体的に分析 ① 本学全体の業務を十分に分析，吟味し，さらに外部委託が可能な業務については，費用
し，効果的な削減，節減策を講じる。 対効果を考慮の上，外部委託を推進する。

② 光熱水費，消耗品費，旅費交通費等について，経費の抑制が可能な方策を見直し，該当
する経費は，あらゆる観点からの節約削減策を講じる。

３ 資産の運用管理の改善に関する目標 ３ 資産の運用管理の改善に関する目標を達成するための措置
資産の運用管理の改善に関する基本方針 資産の効率的・効果的運用を図るための具体的方策
① 本学の立地条件に適した美しい，学生・教職員にとって ① 本学全体の資産を見直し，有効利用化を検討する。
快適で，環境に配慮したキャンパスの実現を目指す。 ② 施設・備品・実験用器具等の共同利用が可能な資産は，可能な限り共同利用し，利用効

② 資産の利用効率を改善し，適切な管理運用方法の工夫を 率の改善を図る。
行う。 ③ 施設等を設置する際には，キャンパスの美化に資するデザイン，ソーラーパネルの設置



- -13

PFI③ 百年建築を見据えた長期使用を前提とする施設の維持保 等 環境への配慮 遊び談話空間等の快適さに十分配慮し 資金調達や管理面においては， ， ， ，
全を実施し 教育研究環境の確保と施設の長寿命化を図る を導入する等の検討を行う。， 。

④ 学内施設を積極的に開放し，地域社会への貢献を図り，利用効率を改善する。さらに，
学内ホームページ等により，開放状況を積極的に広報する。

⑤ 施設の要修繕箇所を把握し，計画的に懸案を解消するため優先順位を整理の上，適切な
財源の確保や効果的な方策を講じる。

⑥ 潜在するリスクに対する予防的な施設の点検，保守，修繕等を効果的に実施する。
⑦ 施設の新増築や修繕の計画において，教育や研究・実験レベルに見合った機能水準を設

定し，イニシャルコスト及びランニングコストについて検討する。
⑧ 平成１７年度末までに，施設の巡回点検及び利用者の安全性，信頼性に関する意見聴取

を実施し，その劣化状況・修繕方法とこれに要する費用の総額を把握する。

Ⅴ 自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供に関する目 Ⅳ 自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供に関する目標を達成するための措置
標 １ 評価の充実に関する目標を達成するための措置

（１）自己点検・評価の改善に関する具体的方策１ 評価の充実に関する目標
（１）評価の充実に関する基本方針 平成１８年度末までに，評価項目の選定等について，広く学内外の意見を聴取するため

① 評価結果が大学運営の改善に積極的に活用されているか の制度を構築するとともに，緊急性・重大性・即効性の見地から，評価の重点課題の選定
を正確に検証する。 を行う。

② 社会的に関心を持たれるような大学評価を行うことによ （２）評価結果を大学運営の改善に活用するための具体的方策
って，本学における大学評価活動をさらに充実させる。 ① 平成１９年度末までに，評価結果を大学運営の改善に活用するためのフィードバック・

システムを構築する。
② 平成２０年度末までに，本学と同じような状況や立場にあると思われるいくつかの大学

に対する評価結果を調べ，本学の結果との比較検討を行い，改善措置を講ずる。

２ 情報公開等の推進に関する目標 ２ 情報公開等の推進に関する目標を達成するための措置
（１）情報公開等の推進に関する基本方針 （１）大学情報の積極的な公開・提供及び広報に関する具体的方策

① 大学の説明責任を果たし，社会のニーズに適切に対応し ① 本学の使命，教育内容，研究活動，社会貢献活動，入学，卒業後の進路等に関する情報
た情報公開を積極的に推進する。 をはじめ，中期目標，中期計画，財務内容，管理運営及び第三者評価の評価結果の情報等

② 大学の知的情報の電子情報化，データベース化を促進す を種々の媒体を通じてわかりやすく積極的に提供する。
る。 ② 情報公開及び広報活動の推進のための体制整備・充実を図る。

ア．様々な情報を適切かつ積極的に公開・提供するための，基本的な広報戦略を策定する
ため，学外者を含めた情報公開を推進する委員会を設置する。

イ．上記広報戦略を実施し，学内の様々な情報をわかりやすく公開・提供するため，広報
担当部門を設ける。

③ 社会のニーズに適切に対応した効果的な広報戦略を策定する。
． ， ，ア 広報誌 ホームページ等の様々な広報媒体に関して地域社会のニーズを把握するため
アンケート調査を企画，実施する。

イ．多様な外国語による海外への情報発信を充実・強化する。

Ⅵ その他業務運営に関する重要目標 Ⅴ その他業務運営に関する重要目標を達成するためにとるべき措置
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１ 施設設備の整備・活用に関する目標 １ 施設設備の整備・活用に関する目標を達成するための措置
施設設備の整備・活用に関する基本方針 （１）施設等の整備に関する具体的方策
① 教育研究の高度化・多様化に対応し，独創性・実務指向 ① 教育研究の重点化のため専門職大学院整備に必要なスペースは，総合研究棟の計画及び
性の高い教育研究拠点の充実を図る。 現有施設の点検評価の結果に基づく改善等により整備する。

② 全学的な経営的視点のもと，施設設備について，重点的 ② 健康科学系施設等老朽施設の改善を図るため，重点的かつ計画的に整備する。
・計画的に整備するとともに，その効果的・効率的な利用 ③ 留学生・日本人学生相互の交流の場だけでなく，地域との交流にも提供できる総合交流
を図る。 会館の整備を図る。整備に当たっては，外部資金による施設整備を検討する。

， ， 。④ 電力 冷熱源施設及び駐車場等の整備について 事業を前提とした計画を検討するPFI
⑤ 地球環境の保全への取り組みとして，地域社会から信頼される大学の環境管理を行うた

め，環境整備についての計画を策定する。
（２）施設等の有効活用及び維持管理に関する具体的方策
① 平成１６年度に有効利用に関する規程等を制定し，実施のための組織及び体制を確立す

るとともに，施設の利用状況等を点検評価し，教育研究スペースの総体的な有効利用を図
る。

② 施設等の有効利用及びスペースの効率的活用を図るため，ア．利用頻度の低い施設の利
用度を高め，イ．新増築・大型改修時に共用スペースを延べ面積の２０％以上確保する。

③ 平成１８年度末までに，施設等の劣化状況等を的確に把握した計画的・段階的な更新計
画を策定し，実施するための施設設備管理システムを構築の上，施設マネジメントを推進
する。

２ 安全管理に関する目標 ２ 安全管理に関する目標を達成するための措置
（１）安全管理に関する基本方針 （１）労働安全衛生法等を踏まえた安全管理・事故防止に関する具体的方策

① 学内環境を快適で安全に維持するため，安全管理に関す ① 労働安全衛生法等に基づき，学内諸規程の見直しと整備を図り，ガイドラインや安全点
る諸規程や組織を再点検する。 検マニュアルを整備する。また安全管理に関する責任部署を明確化し，点検マニュアルに

② 学生・教職員に対し 安全意識の啓蒙に努めるとともに よる点検を定期的に行う。， ，
リスク管理体制を整備する。 ② 平成１６年度に施設，備品，傷害，事故等に備え，保険加入を促進する。

③ 毒物・劇物の取り扱いについて既定の要項を再点検するとともに，要項に準拠した管理
方法が行われているかを確認するため，平成１６年度に点検マニュアルを整備し，定期的
に点検を行う。

（２）学生等の安全確保等に関する具体的方策
① 様々な媒体を通じて，安全意識の啓蒙に努めるとともに，学内メール による学生等か等

らの問題点の指摘や，相談のための窓口を平成１６年度に設ける。
， ， ， 。② 学生・教職員の安全意識向上のため 防火訓練 防災訓練 救急救命訓練等を実施する

③ 学生・教職員の傷害事故，自動車事故等に備え，保険加入を促進する。
④ 万が一の事故に備え，学長をトップとするリスク管理体制を平成１７年度末までに整備

し，また，リスク管理の在り方についての研究を行う。

Ⅵ 予算（人件費の見積りを含む ，収支計画及び資金計画。）
別紙のとおり
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Ⅶ 短期借入金の限度額
１．短期借入金の限度額 ４億円
２．想定される理由

運営費交付金の受入れ遅延及び事故の発生等により緊急に必要となる対策費として借り
入れすることも想定される。

Ⅷ 重要な財産を譲渡し，又は担保に供する計画
な し

Ⅸ 剰余金の使途
， 。決算において剰余金が発生した場合は 教育研究の質の向上及び組織運営の改善に充てる

Ⅹ その他
１．施設・設備に関する計画

施設・設備の内容 予定額（百万円） 財 源

小規模改修 総額 施設整備費補助金
（ ）災害復旧工事 １００ １００百万円

（注１）金額については見込みであり，中期目標を達成するために必要な業務の実施状況等
を勘案した施設・設備や老朽度合等を勘案した施設・設備の改修等が追加されること
もある。

（注２）小規模改修について１７年度以降は１６年度同額として試算している。
なお，各事業年度の施設整備費補助金，船舶建造費補助金，国立大学財務・経営セ

ンター施設費交付金，長期借入金については，事業の進展等により所要額の変動が予
想されるため，具体的な額については，各事業年度の予算編成過程等において決定さ
れる。

２．人事に関する計画
（１） 教員の雇用については，本学の教育方針に沿った最適配置を促進するため客員教授制度

の導入，任期制の活用・基準等について検討する。なお，その際，ジェンダーバランスの
改善，外国人の登用等についても考慮し，有効な方策を検討する。

（２） 事務職員の雇用については，国立大学法人等職員採用統一試験からの採用を基本としな
がら，本学の特殊性を考慮し，語学，情報処理等特殊な能力・技能を有する者を民間から
選考採用するために必要な制度を検討する。

（３）人材育成については，民間の手法を調査・研究することはもとより，北海道地区各 国立
大学法人等共同実施事業や新国立大学協会主催の研修を通じて，国立大学法人運営の基礎
となる法務，財務，労務等専門性の高い業務に精通する人材育成に努める。

（ ） ， ，４ また 人材育成の一環として大学運営に関する知識・経験を有する職員を養成するため
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民間企業，独立行政法人，政府各府省等との人事交流の実施体制の整備を検討する。

（参考） 中期目標期間中の人件費総額見込み １１，８７２百万円（退職手当を除く）

３．中期目標期間を超える債務負担
（ＰＦＩ事業） なし
（長期借入金） なし
（リース資産） なし

．災害復旧に関する計画４
平成１６年９月に発生した台風１８号により被災した施設の復旧整備をすみやかに行う。
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国立大学法人小樽商科大学中期目標原案

別表（学部，研究科等）

区 分 組織の名称

学 部 商学部

研 究 科 商学研究科
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国立大学法人小樽商科大学中期計画

別表（収容定員）

年度 学部等 収容定員

商学部 ２，２１０人
平成１６年度

商学研究科 ６５人
修士課程 ３０人
専門職学位課程 ３５人

商学部 ２，１６０人
平成１７年度

商学研究科 ９０人
修士課程 ２０人
専門職学位課程 ７０人

商学部 ２，１１０人
平成１８年度

商学研究科 ９０人
修士課程 ２０人
専門職学位課程 ７０人

商学部 ２，０６０人
平成１９年度

商学研究科 ９０人
修士課程 ２０人
専門職学位課程 ７０人

商学部 ２，０６０人
平成２０年度

商学研究科 ９０人
修士課程 ２０人
専門職学位課程 ７０人

商学部 ２，０６０人
平成２１年度

商学研究科 ９０人
修士課程 ２０人
専門職学位課程 ７０人
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（別紙）予算（人件費の見積りを含む ）収支計画及び資金計画。

１．予算

平成１６年度～平成２１年度 予算

（単位：百万円）

区 分 金 額

収 入
運営費交付金 ８，７５９
施設整備費補助金 １００
船舶建造費補助金 ０
施設整備資金貸付金償還時補助金 ０

国立大学財務・経営センター施設費交付金 ０
自己収入 ８，１９２

授業料及入学金検定料収入 ８，０７７
附属病院収入 ０
財産処分収入 ０
雑収入 １１５

産学連携等研究収及び寄附金収入等 ２５３
長期借入金収入 ０

計 １７，３０４

支 出
業務費 １６，９５１

教育研究経費 １２，８７１
診療経費 ０
一般管理費 ４，０８０

施設整備費 １００
船舶建造費 ０
産学連携等研究経費及び寄附金事業費等 ２５３
長期借入金償還金 ０

計 １７，３０４

〔人件費の見積り〕
中期目標期間中総額１１，８７２百万円を支出する （退職手当を除く）。

注）人件費の見積りについては，１７年度以降は１６年度の人件費見積り額を踏まえ試算して
いる。

注）退職手当については，国立大学法人小樽商科大学退職手当支給規程に基づいて支給するこ
ととするが，運営費交付金として措置される額については，各事業年度の予算編成過程にお
いて国家公務員退職手当法に準じて算定される。

注）組織設置に伴う学年進行の影響は考慮していない。
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〔運営費交付金の算定ルール〕
○毎事業年度に交付される運営費交付金については，以下の事業区分に基づき，それぞれの対
応する数式により算定したもので決定する。

Ⅰ〔学部教育等標準運営費交付金対象事業費〕
①「一般管理費 ：管理運営に必要な職員（役員含む）の人件費相当額及び管理運営経費の」
総額。Ｌ（ｙ－１）は直前の事業年度におけるＬ（ｙ 。）

②「学部・大学院教育研究経費 ：学部・大学院の教育研究に必要な設置基準上の教職員の」
人件費相当額及び教育研究経費の総額。Ｄ（ｙ－１）は直前の事業年度におけるＤ（ｙ 。）
（Ｄ（ｘ）は，設置基準に基づく教員にかかる給与費相当額 ）。

③「教育等施設基盤経費 ：教育研究等を実施するための基盤となる施設の維持保全に必要」
となる経費。Ｆ（ｙ－１）は直前の事業年度におけるＦ（ｙ 。）

〔学部教育等標準運営費交付金対象収入〕
④「入学料収入 ：当該事業年度における入学定員数に入学料標準額を乗じた額。」

（平成１５年度入学料免除率で算出される免除相当額については除外）

⑤「授業料収入 ：当該事業年度における収容定員数に授業料標準額を乗じた額。」
（平成１５年度授業料免除率で算出される免除相当額については除外）

Ⅱ〔特定運営費交付金対象事業費〕
⑥「学部・大学院教育研究経費 ：学部・大学院の教育研究活動の実態に応じ必要となる教」
職員の人件費相当額及び教育研究経費の総額。Ｄ（ｙ－１）は直前の事業年度におけるＤ
（ｙ 。）

⑦「附属施設等経費 ：附属施設の研究活動に必要となる教職員の人件費相当額及び事業経」
費の総額。Ｅ（ｙ－１）は直前の事業年度におけるＥ（ｙ 。）

⑧「特別教育研究経費 ：特別教育研究経費として，当該事業年度において措置する経費。」
⑨「特殊要因経費 ：特殊要因経費として，当該事業年度に措置する経費。」

〔特定運営費交付金対象収入〕
⑩「その他収入 ：検定料収入，入学料収入（入学定員超過分 ，授業料収入（収容定員超」 ）
過分 ，雑収入。平成１６年度予算額を基準とし，中期計画期間中は同額。）

運営費交付金＝Ａ（ｙ）＋Ｃ（ｙ）

１．毎事業年度の教育研究経費にかかる学部教育等標準運営費交付金及び特定運営費交付金に
ついては，以下の数式により決定する。

Ａ（ｙ）＝Ｄ（ｙ）＋Ｅ（ｙ）＋Ｆ（ｙ）＋Ｇ（ｙ）－Ｈ（ｙ）

（１）Ｄ(ｙ) ＝ ｛Ｄ(ｙ－１)×β(係数)×γ(係数)－Ｄ(ｘ)｝×α(係数)＋Ｄ(ｘ)
（２）Ｅ(ｙ) ＝ Ｅ(ｙ－１)×β(係数)×α(係数)
（３）Ｆ(ｙ) ＝ Ｆ(ｙ－１)×α(係数)±ε(施設面積調整額)
（４）Ｇ(ｙ) ＝ Ｇ(ｙ)
（５）Ｈ(ｙ) ＝ Ｈ(ｙ)

Ｄ（ｙ ：学部・大学院教育研究経費（②，⑥）を対象。）
Ｅ（ｙ ：附属施設等経費（⑦）を対象。）
Ｆ（ｙ ：教育等施設基盤経費（③）を対象。）
Ｇ（ｙ ：特別教育研究経費（⑧）を対象。）
Ｈ（ｙ ：入学料収入（④ ，授業料収入（⑤ ，その他収入（⑩）を対象。） ） ）
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２．毎事業年度の一般管理費等にかかる学部教育等標準運営費交付金及び特定運営費交付金に
ついては，以下の数式により決定する。

Ｃ（ｙ）＝Ｌ（ｙ）＋Ｍ（ｙ）

（１）Ｌ(ｙ) ＝ Ｌ(ｙ－１)×α(係数)
（２）Ｍ(ｙ) ＝ Ｍ(ｙ)

Ｌ（ｙ ：一般管理費（①）を対象。）
Ｍ（ｙ ：特殊要因経費（⑨）を対象。）

【 諸 係 数 】
α（アルファ ：効率化係数。△１％とする。）
β（ベータ ：教育研究政策係数。物価動向等の社会経済情勢等及び教育研究上の必要性を）

総合的に勘案して必要に応じ運用するための係数。各事業年度の予算編成過

程において当該事業年度における具体的な係数値を決定。
なお，物価動向等の社会経済情勢等を総合的に勘案した係数を運用する場

合には，一般管理経費についても必要に応じ同様の調整を行う。
γ（ガンマ ：教育研究組織係数。学部・大学院等の組織整備に対応するための係数。）

各事業年度の予算編成過程において当該事業年度における具体的な係数値を
決定。

（ ） 。 。ε イプシロン ：施設面積調整額 施設の経年別保有面積の変動に対応するための調整額
各事業年度の予算編成過程において当該事業年度における具体的な調整額
を決定。

注）運営費交付金は上記算定ルールに基づき，一定の仮定の下に試算されたものであり，各事
業年度の運営費交付金については，予算編成過程においてルールを適用して再計算され，決
定される。

なお，運営費交付金で措置される「特別教育研究経費 「特殊要因経費」については，１」
７年度以降は１６年度と同額として試算しているが，教育研究の進展等により所要額の変動

， ， 。が予想されるため 具体的な額については 各事業年度の予算編成過程において決定される

注）施設整備費補助金は 「施設・整備に関する計画」に記載した額を計上している。，

注）自己収入，産学連携等研究収入及び寄付金収入等については，過去の実績により試算した
収入予定額を計上している。

注）産学連携等研究収入及び寄付金収入等は，版権及び特許権等収入を含む。

注）業務費，施設整備費については，１７年度以降は１６年度予算額を踏まえて試算した支出
予定額を計上している。

注）産学連携等研究経費及び寄付金事業費等は，産学連携等研究収入及び寄付金収入等により
行われる事業経費を計上している。

） 「 」「 」注 運営費交付金算定ルールに基づく試算において 教育研究政策係数 教育研究組織係数
， ，「 」 ， 。は１とし また 施設面積調整額 については 面積調整はないものとして試算している
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２．収支計画

平成１６年度～平成２１年度 収支計画

（単位：百万円）

区 分 金 額

費用の部 １６，７３９
経常費用 １６，７３９

業務費 １５，８５６
教育研究経費 ３，３４１
診療経費 ０
受託研究費等 ６０

役員人件費 ３３４
教員人件費 ８，５１０
職員人件費 ３，６１１

一般管理費 ６８８
財務費用 ０
雑損 ０
減価償却費 １９５

臨時損失 ０

収入の部 １６，７３９
経常収益 １６，７３９

運営費交付金 ８，２１９
授業料収益 ６，７９８
入学金収益 ９５６
検定料収益 ２０３
附属病院収益 ０
受託研究等収益 ６０
寄附金収益 １９３
財務収益 ０
雑益 １１５
資産見返運営費交付金等戻入 １９５

資産見返寄付金戻入 ０
資産見返物品受贈額戻入 ０

臨時利益 ０

純利益 ０
総利益 ０

注）受託研究費等は，受託事業費，共同研究費及び共同事業費を含む。

注）受託研究等収益は，受託事業収益，共同研究収益及び共同事業収益を含む。
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３．資金計画

平成１６年度～平成２１年度 資金計画

（単位：百万円）

区 分 金 額

資金支出 １７，３３２
業務活動による支出 １６，５４４
投資活動による支出 ７６０
財務活動による支出 ０
次期中期目標期間への繰越金 ２８

資金収入 １７，３３２
業務活動による収入 １７，２０４

運営費交付金による収入 ８，７５９
授業料及入学金検定料による収入 ８，０７７
附属病院収入 ０
受託研究等収入 ６０
寄付金収入 １９３
その他の収入 １１５

投資活動による収入 １００
施設費による収入 １００
その他の収入 ０

財務活動による収入 ０
前期中期目標期間よりの繰越金 ２８

注）前期中期目標期間よりの繰越金には，奨学寄付金に係る国からの承継見込額
２８百万円を含む。


	中期目標・中期計画一覧表
	別紙・別表等

